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日本語指導が必要な外国人児童生徒数

平成9年度 平成22年度

小学校

12,302
人

18,365
人

平成9年度 平成22年度

中学校

4,533
人

8,012
人

１．５倍

通級による指導を受けている児童生徒数 特別支援学級・特別支援学校（注）に在籍する

児童生徒数（国・公・私立計）

（注）

 

平成５年度の特別支援学校は、盲・聾・養護学校に在籍する児童
生徒数を合計した数字

(注) 平成５年度については、盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒数

を合計した数字。

（注）

 

要保護とは、生活保護を必要とする状態にある者をいい、準要保
護とは、生活保護を必要とする状態にある者に準ずる程度に困窮し
ている者をいう。

要保護及び準要保護（注）の児童生徒数

平成５年度 平成22年度

４．７倍

11,963 
人

小学校

平成５年度 平成22年度

１４．８倍

296人

中学校

平成５年度 平成22年度

１．８倍

小学校・小学部

平成５年度 平成22年度

１．６倍

中学校・中学部

平成７年度 平成２２年度

１．７倍

要保護

平成７年度 平成２２年度

２．１倍

準要保護

56,254人
4,383人

特別支援学級

45,650人

特別支援学級

101,0 19人

8.7
万人

14.8
万人

140.3
万人

（うち、自閉症、

ＬＤ，ＡＤＨＤ
2,751人）

(注)・通常学級に在籍しながら週に１～８単位時間程度、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場で行う教育形態。

・ＬＤ及びＡＤＨＤは、平成18年度から通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定された。

併せて、自閉症も対象として明示された。（自閉症については、平成17年度以前は主に情緒障害の通級指導の対象

として対応）

・小・中学校における通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等学習面や行動面で著しい困難のある

児童生徒の割合は、約6.3％と推計されている。(平成14年調査)

特別支援学校

29,201人

特別支援学校

35,889人

特別支援学校

21,29 0人

特別支援学級
23,60 0人

特別支援学級

44,41 2人

特別支援学校

27,66 2人

１．８倍

平成５年度 平成２２年度

１．９倍

0.17 
%

0.32 
%

小学校 中学校

平成５年度 平成２２年度

２．２倍

2.74
%

1.24
%

不登校児童生徒の割合 学校内での暴力行為の件数

平成18年度 平成22年度

１．８倍

小学校

3,494
件

6,444
件

平成１８年度 平成２２年度

中学校

27,540 
件

37,938 
件

１．４倍

（注１）

 

国・公・私立学校のデータ
（注２）

 

平成22年度調査結果には、岩手県、宮城県、福島県は含んでいない
（注１）

 

国・公・私立学校のデータ
（注２）

 

平成22年度調査結果には、岩手県、宮城県、福島県は含んでいない （注）

 

公立学校のデータ

67.9
万人

（うち、自閉症、

ＬＤ、ＡＤＨＤ
18,850人）

学校現場が抱える問題の状況について



文部科学省

 

児童生徒課

 

「平成22年度

 

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果

●国公私・小・中・高

不登校の現状について

●不登校児童生徒数（国公私立・小・中・高）
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平成22年度：168,055人（前年度174,160人）
小学校：

 

21,675人（308人に１人）
中学校：

 

93,296人（

 

37人に１人）
高等学校：

 

53,084人（

 

60人に１人）

（平成22年度の学年別内訳）

（注１）

 

不登校の定義は、年間３０日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を除き、

 

「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒
が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」
（注２）

 

平成22年度は、東日本大震災の影響により調査の実施が困難であった岩手県、宮城県、福島県を含んでいない。



（注１）平成18年度から、

・

 

国私立を調査対象に追加。
・

 

怪我や外傷、診断書、被害届の有無に関わらず、暴力行為があれば全て計上することを明確化。
・

 

暴力行為の定義を「自校の児童生徒が、故意に有形力（目に見える物理的な力）を加える行為」として調査。
・

 

なお、本調査においては、「当該暴力行為によって怪我や外傷があるかないなといったことや、怪我による病院の診断書、

 

被害者による警察への被害届の有無などにかかわら

 
ず」暴力行為に該当するものをすべて対象とすることとしている。
（注２）平成22年度は、東日本大震災の影響により調査の実施が困難であった岩手県、宮城県、福島県を含んでいない。
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平成22年度：58,899件（前年度60,915 件）（国公私立小・中・高）

文部科学省

 

児童生徒課

 

「平成22年度

 

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果

暴力行為の現状について

●暴力行為の発生件数（国公私立・小・中・高）



平成22年度：75,295件（前年度72,778 件）（国公私立小・中・高）

文部科学省

 

児童生徒課

 

「平成22年度

 

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果

いじめの現状について

●いじめの認知件数(国公私立・小・中・高)
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（注１）平成１８年度から、
・

 

国私立を調査対象に追加。
・

 

いじめられた児童生徒の立場に立って、より実態に即して把握できるよう、いじめの定義を見直し、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から心理的・物理的な攻撃を受
けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とした。

・

 

アンケート調査や個別面談など、直接状況をきく機会を設けるよう徹底
（注２）平成22年度は、東日本大震災の影響により調査の実施が困難であった岩手県、宮城県、福島県を含んでいない。



（各年９月１日現在）
※特別支援学校については、平成１８年度以前においては盲・聾・養護学校であった。
※本調査は、平成２０年度より隔年実施となったため、平成２１年度は実施していない。

出典：文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査」
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日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移



※各年度５月１日現在
※「難聴その他」は難聴、弱視、肢体不自由及び病弱・身体虚弱の合計
※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成１８年度から新たに通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定

（併せて「自閉症」も平成１８年度から対象として明示：平成１７年度以前は主に「情緒障害」の通級指導教室にて対応）
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【出典】文部科学省「通級による指導実施状況調査」

通級による指導を受けている児童生徒数の推移(公立小・中学校合計)



特別支援学級及び特別支援学校在籍者の割合の推移
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要保護及び準要保護児童生徒数の推移(平成７年度～平成２２年度)
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※要保護児童生徒数‥‥生活保護法に規定する要保護者の数

※準要保護児童生徒数‥要保護児童生徒に準ずるものとして、市町村教育委員会がそれぞれの基準に基づき

認定した者の数

要保護児童生徒数

準要保護児童生徒数

要保護及び準要保護児童生徒数



平成２２年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数

５５，１５４件

【参考】

 
児童虐待相談対応件数の推移

年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

件数 23,738 26,569 33,408 34,472 37,323 40,639 42,664 44,211 55,154
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出典「厚生労働省

 

福祉行政報告例」

児童相談所における児童虐待相談対応件数等



※

 

東日本大震災の影響による回答不可能学校（373校）を除いた数値である。

教員のＩＣＴ活用指導力の推移
※ 調査対象：全国の全公立学校（小学校、中学校、高

 
等学校、中等教育学校及び特別支援学校）

※ＩＣＴ（Information and Communication Technology コンピュータやインターネットなどの情報通信技術）

（平成22年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果 （平成23年3月現在））
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Ｃ：児童のＩＣＴ活用を指導する能力

Ｄ：情報モラルなどを指導する能力

Ｅ：校務にＩＣＴを活用する能力

（％）



※「わりにできる」若しくは「ややできる」と
回答した教員の大項目別の割合。
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大阪府

 

６６．３％
４７位

 

奈良県

 

６３．３％

上
位
５
都
道
府
県

下
位
５
都
道
府
県

１位

 

三重県

 

９０．５％
２位

 

愛媛県

 

８９．８％
３位

 

高知県

 

８６．４％
４位

 

沖縄県

 

８５．４％
５位

 

茨城県

 

８４．６％

１位

 

三重県

 

８２．６％
２位

 

愛媛県

 

８１．５％
３位

 

高知県

 

７６．１％
４位

 

茨城県

 

７５．７％
５位

 

岡山県

 

７２．９％

１位

 

三重県

 

８８．５％
２位

 

愛媛県

 

８７．７％
３位

 

高知県

 

８４．４％
４位

 

茨城県

 

８２．２％
５位

 

岡山県

 

８０．４％

１位

 

三重県

 

８８．６％
２位

 

岡山県

 

８７．７％
３位

 

愛媛県

 

８７．２％
４位

 

高知県

 

８２．０％
５位

 

茨城県

 

８１．７％

１位

 

三重県

 

８４．８％
２位

 

愛媛県

 

８２．５％
３位

 

高知県

 

７７．９％
４位

 

岡山県

 

７５．６％
５位

 

茨城県

 

７５．４％

Ｅ

 

校務にＩＣＴを
活用する能力

Ａ

 

教材研究・指導の準
備・評価などにＩＣＴを
活用する能力

Ｂ

 

授業中にＩＣＴを
活用して指導する
能力

Ｃ

 

児童・生徒のＩＣＴ
活用を指導する
能力

Ｄ

 

情報モラルなどを指

 
導する能力

７６．１％
（Ｈ23．3．1）

６２．３％
（Ｈ23．3．1）

６１．５％
（Ｈ23．3．1）

７１．４％
（Ｈ23．3．1）

７２．４％
（Ｈ23．3．1）

※

 

東日本大震災の影響による回答不可能学校（373校）を除いた数値である。

上位・下位都道府県（教員のＩＣＴ活用指導力・全校種）

（平成22年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果〕

 

（平成23年3月現在））

※ 調査対象：全国の全公立学校（小学校、中学校、高

 
等学校、中等教育学校及び特別支援学校）



養護教諭に関する各種データ

1回平均の対応時間

10.9

16.4 15.6

11.6

17.8

21.8

0

10

20

30

小学校 中学校 高等学校

分

平成13年度

平成18年度

保健室登校の児童生徒数(H13・H18対比）

1.2

5.6

1.4
2

6.6

2.8

0

1

2

3

4

5

6

7

小学校 中学校 高等学校

人/1,000

平成13年度

平成18年度

相談の必要性のある子どもの割合

12.3

26 27.1

12.4

31.7 32.3

0

10

20

30

40

50

小学校 中学校 高等学校

％

平成13年度

平成18年度

養護教諭が「心の問題」で継続支援した児童生徒の人数

5.9

20.5

14.8

6.7

26.2

18.8

0

5

10

15

20

25

30

小学校 中学校 高等学校

人／1,000

H１３

H１８

１．児童生徒一回平均の養護教諭の対応時間

○

 

児童生徒の保健室利用者の

 

1人１回平均の対応時間は、どの校種においても増加

２．保健室登校の児童生徒数

○

 

保健室登校の児童生徒数は、どの校種においても増加

３．保健室来室者のうち健康相談の必要性のある児童生徒の割合

○

 

保健室来室者のうち健康相談の必要性「有」の児童生徒の割合は、小学校は横ばい、

中学校、高等学校はともに増加

４．養護教諭が「心の問題」で継続支援した児童生徒の人数

○

 

養護教諭が「心の問題」で継続支援した児童生徒数は、どの校種においても増加



養護教諭に関する各種データ
５．メンタルヘルスに関する問題で養護教諭が支援した子どもの問題別の

割合

○

 

養護教諭が必要と判断して支援した、メンタルヘルスに関する主な問題は、

小学校では「不登校・保健室登校・登校しぶり・引きこもりなどの問題」が一番多く、

中学校と高等学校では「友達や家族などの人間関係などの問題」が一番多い

養護教諭が必要と判断して直接支援した子どもの人数

0 5 10 15 20 25 30 35 40

その他

性に関する問題

リストカット等の自傷行為に関する問題

不眠や過眠等の睡眠障害に関する問題

拒食や過食等の摂食障害に関する問題

虐待の問題

いじめの問題

身体症状からくる不安や悩み等の問題

軽度発達障害等の集団生活への不適応の問
題

友達や家族などの人間関係の問題

不登校・保健室登校・登校しぶり・引きこもり
等の問題

％

小学校

中学校

高等学校

1校1日平均保健室利用者数(平成18年度）

42.1
36.8

32

65.3
57.6

40.1

0

20

40

60

80

小学校 中学校 高等学校

人
大規模校

大規模複数配置校

６．児童生徒の

 

1日平均の保健室利用者数

（大規模養護教諭一人配置校と複数配置校の比較）

児童生徒の1校1日平均の保健室利用者数は、大規模の養護

教諭一人配置校と複数配置校とを比較すると、小学校、中学校、

高等学校ともに複数配置校の方が多く、多数の児童生徒に対応

できている

 

。

※出典

１．２．３．４．６：保健室利用状況に関する調査報告書

平成１８年度調査結果（財団法人日本学校保健会）

５：子どものメンタルヘルスの理解とその対応（財団法人日本学校保健会）



児童生徒の食生活を取り巻く状況

（１）朝食欠食

90.8%

90.8%

86.3%

87.3%

6.6%

7.3%

9.7%

8.4%

1.0%

0.4%

1.1%

1.5%

2.8%

2.9%

1.5%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学校男子

小学校女子

中学校男子

中学校女子

必ず食べる １週間に２～３回食べないことがある １週間に４～５回食べない ほとんど食べない

出典（独）日本スポーツ振興センター「平成１９年度児童生徒の食生活実態調査

（２）肥満傾向

4.8

6.3

7.8

9.2
10.3 9.9 9.5

4.6

6.0

7.6

9.2 9.7 9.38.9 8.98.7 8.7

11.1
10.6 10.9

10.5
10.4

10.3
9.79.5

4.4
5.5

7.3

8.6
10.010.0

9.3
8.3

7.1

5.4
4.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生

平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

出典：文部科学省「学校保険統計調査」

※肥満傾向とは、

性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が２０％以上のものをいう。



児童生徒の食生活を取り巻く状況
（３）痩身傾向

0.5 0.5

1.0

1.7

2.7 2.6
2.2

0.5 0.5
0.9

1.4

2.5
2.2

2.6
2.4

2.7

2.3

3.23.1 3.1

2.72.4

3.4

3.0
2.7

0.5 0.5

1.1

1.7

3.1
2.8

2.5

1.6

0.9
0.50.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

小学校１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 中学校１年生 ２年生 ３年生

平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

出典：文部科学省「学校保険統計調査」

※痩身傾向とは、

性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が－２０％以下のものをいう。

54.4 54.8

41.6

48.3
52.3 52.9

39.9

45.8
43.7

38.6

51.250.4

0

10

20

30

40

50

60

小学校男子 小学校女子 中学校男子 中学校女子

毎日食べる 時々食べない 毎日食べない

出典：文部科学省「平成２１年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

（対象）：小学校５年生

 

約１万９千校、中学校２年生

 

約９千校

（４）朝食欠食の摂取状況と体力合計点
（点）



児童生徒の食生活を取り巻く状況
（５）朝食の摂取と学力調査の平均正答率

84.6%
79.4% 75.7%

50.8%

77.1%
70.1% 66.6%

42.1%

71.5%
63.4% 59.9%

36.9% 32.6%

55.1%56.0%
66.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

毎日食べている どちらかと言えば食べている あまり食べていない 食べていない

77.5%

68.3% 68.5%

47.6%

71.3%

60.2%
57.4%

36.0%

64.9%

51.5%
48.3%

27.9%

67.0%

54.6%
51.1%

30.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

出典：文部科学省「平成２１年度全国学力・学習状況調査」

（対象：小学校６年生約１１５万人、中学校３年生約１０８万人）

※朝食を毎日食べていますか

小学校

中学校



認定者 ①22年度に研修を受けた者 ② ③
総数 研修受 ２３年

現 依 分 分 転 研 その他 講予定 度から（①＋②＋③）
場 願 限 限 任 修 者のう の研修
復 退 免 休 継 ち、別 対象者
帰 職 職 職 続 の措置免職・採用※ １

がなさ他の研修受講 ２
れた者

208 140 62 29 3 10 3 30 3 3 65

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の２の規定による免職・採用

指導が不適切な教員の認定者数の推移

149

289

481
450

371
306

260
208

(400)
(362)

(335)

(268)

(204) (195)
(143)

506
566

0

200

400

600

１３年度

（９）

１４年度

（２３）

１５年度

（５１）

１６年度

（６０）

１７年度

（６２）

１８年度

（６２）

１９年度

（６３）

２０年度

（６４）

２１年度

（６５）

２２年度

（６６）

認定者

研修対象者

全ての都道府県・指定都市教育委員会を対象として、平成２２年度の状況について調査

１．調査対象・調査時点

２．指導が不適切な教員の認定者数

全ての教育委員会において指導が不適切な教員の人事管理

 
に関するシステムが整備されており、２２年度における現場復

 
帰（６２名）や退職等した者（３５名）を含め、これまでの取組の

 
中で、現場復帰（８９２名）や退職等した者（７７７名）がでており、

 
一定の対応が進められている。

※

 

研修対象者（当該年度）については、１６年度より調査。

※

 

年度の下のカッコは、指導が不適切な教員を認定する人事管理システムを導入し

ている県市の数を示す。

指導が不適切な教員のうち
現場復帰または退職等した者

38

59

96 92

50 47

35

127
116

101
87 78 73

62

115
111112

9794

39

0

50

100

150

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

退職等人数
現場復帰人数

○現場復帰

 

累計８９２名

○退職等した者

 

累計７７７名

※

 

退職等人数には、依願退職、分限免職、転任が含まれる。

※

 

現場復帰、退職等した者の累計人数は平成１２年度からの合計。

平成22年度

 
指導が不適切な教員の人事管理に関する取組等について（概要）



その他
154人
17.0%

わいせつ行為等
152人
16.8%

国旗国歌関係
21人
2.3%

公費の不正執行
等

45人
5.0%

交通事故
349人
38.5%

個人情報流出等
53人
5.9%

体罰
131人
14.5%

争議行為
0人
0.0%

1,093 1,213 1,359 1,226 1,255 1,159

12,887

1,059 943 905

0

3,000

6,000

9,000

12,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（調査対象）

平成２２年度中における、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、

 
教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員に対してなされた懲戒処分等及び分限処分。

１．懲戒処分等の状況

年 度 懲 戒 処 分
訓告等

諭 旨
免 職 総 計免 職 停 職 減 給 戒 告 合 計

平成２２年度
187
(   0)

163
(   0)

220
(  43)

335
(  51)

905
(  94)

3,397
(   771)

2
(0) 

4,304
(   865)

（参考）平成２１年度
166
(   0)

148
(   0)

246
(  23)

383
(114) 

943
(137)

7,031
(  915)

7
(0) 

7,981
(1,052)

（単位：人）

平成22年度懲戒処分の事由別割合
＜最近１０年間の懲戒処分の推移＞

※（

 

）内は、監督者責任により懲戒処分等を受けた者で外数。

平成22年度
 
教育職員に係る懲戒処分等の状況について（概要）



（単位：人）

処 分 事 由

①
懲戒処分

②
訓告等

③
諭旨免職 合計

（①＋②＋③）

（参考）最近１０年

 
間で最も多かった

 
件数（年度）

前年度比 前年度比

交通事故 349 ▲ 29 2,287 2,636 214 2,636 (H22)

争議行為 0 0 0 0 13,623 (H19)

体罰 131 ▲ 19 226 357 ▲ 36 494 (H15)

わいせつ行為等 152 14 21 2 175 22 196 (H15)

公費の不正執行又は手当等の不正受給 45 20 310 355 ▲ 16 371 (H21)

国旗掲揚・国歌斉唱の取扱いに係るもの 21 ▲ 3 3 24 ▲ 23 200 (H15)

個人情報の不適切な取扱いに係るもの 53 5 168 221 ▲ 65 286 (H21)

その他の服務違反等に係るもの 154 ▲ 26 382 536 ▲3,773 4,309 (H21)

合 計 905 ▲ 38 3,397 2 4,304 ▲3,677

(注）個人情報の不適切な取扱いは、平成17年度から項目を設定。

＜平成２２年度

 

処分事由別の内訳及び前年度比増減＞

○前年度に比べて増加した主なものは、「交通事故」が２１４人増となっている。

○前年度に比べて減少した主なものは、「その他の服務違反等に係るもの」が３，７７３人減、「個人情報の不適切な取扱い

に係るもの」が６５人減となっている。

主な増減
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病気休職者数（人）
うち精神疾患による休職者数（人）

病気休職者に占める精神疾患の割合（％）

２．分限処分の状況

病気休職者数等の推移（平成１３年度～平成２２年度）

(320人増)
※

 

年度の下のカッコは、精神疾患による休職者数の対前年比の数を示す。

(405人増) (58人増)(497人増)(619人増)(365人増)(507人増)(184人増)

(人) (％)

(51人減)

休 職

区 分 降 任 免 職 病気休職 起訴休職 その他 降 給 合 計
（うち精神疾患）

平成２２年度 2 9 8,660 5,407 )( 25 203 0 8,899

（参考）平成２１年度 0 12 8,627 5,458 )( 21 209 0 8,869



0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学校

小学校

文部科学省委託調査研究「教員勤務実態調査（小・中学校）報告書」（平成１８年度）より作成
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いえない
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36.6

14.0

16.5

8.5

9.1

2.4
0.1

3.5
0.2

あなた（教員）は、次のことをどのくらい感じますか

 

－保護者や地域住民への対応が増えた－

教員を取り巻く状況（教員の保護者や地域住民への対応）



保護者に「地域の教育力」を自身の子ども時代と比較してもらったところ、過半数が「以前に比べて低下し

 ている」（55.6％）と回答。一方、「以前に比べて向上している」（5.2％）、「以前と変わらない」（15.1％）は低

 い割合。

その理由

※１４項目の中から３つまで選択。上記グラフは上位５項目の回答率。

以前に比べて
低下している

以前に比べて
向上している

以前と変わらな

 
い

わからない 不明

（％）

55.6 5.2 15.1 22.7 1.5

文部科学省「平成１７年度地域の教育力に関する実態調査」

地域の教育力に関する意識

（％）

56.1

33.7

33.2

33.1

30.1

0 20 40 60 80

個人主義が浸透してきているので
（他人の関与を歓迎しない）

　　　　　地域が安全でなくなり、子どもを他人と
交流させることに対する抵抗が増しているので

近所の人々が親交を深められる
機会が不足しているので

人々の居住地に対する
親近感が希薄化しているので

母親の就労が増加しているので



問　あなたは、世の中全般に家庭の教育力が低下していると思いますか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

　ある程度そう思う

　どちらともいえない

　あまりそう思わない

全くそう思わない

38.6 41.2 16.7

3.0

約８割の親が家庭の教育力が低下していると実感

家庭の教育力に関する意識

出典

 

文部科学省委託調査「家庭教育の活性化支援等に関する特別調査研究」（平成２０年度）
調査対象：０歳～１８歳の子どもを持つ２０歳～５４歳の父母３，０００人



委託 １，７８６百万円
委託 １，９４２百万円

 補助

 

１６百万円

平成平成２０２０年度年度

執行額執行額

学校支援地域本部事業
 

実施状況

平成平成２１２１年度年度

８６７市町村実施市町村数実施市町村数 １，００４市町村 １，００５市町村

委託 ２，３５８百万円

 補助

 

４７百万円

６，４９４校

 
（小４，５２７校

 

中１，９６７校）
実施小中学校数実施小中学校数 ７，７３５校

 
（小５，３８１校

 

中２，３５４校）

８，５５７校

 
（小５，９０３校

 

中２，６５４校）

平成平成２２２２年年度度

学校支援本部数学校支援本部数 ２，１７６本部 ２，４０５本部

 
（委託２，３３６本部

 

補助６９本部）

２，５４０本部

 
（委託２，３４１本部

 

補助１９９本部）

(平成２２年１０月現在)



コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）について

 
※図中の数値は、H23.4.1現在

●学校運営に関する意見を教育委
員会又は校長に述べられます。

・「挨拶の指導に力を入れて欲しい」、
「地域に協力を求めて欲しい」、「学
校にエアコンを入れて欲しい」、「学
校予算を増やして欲しい」などの意見

●教職員の任用に関して教育委員
会に意見が述べられます。

・「若手の先生、体育が得意な先生が必
要」、「Ａ校長やＢ先生に次年度も残
って欲しい」などの意見

●校長の作成する学校運営の基本方針を
承認します。

・校長と共に、保護者や地域住民等が責任をもっ
て学校運営に参画すること、校長が作成する学
校運営の基本的な方針に保護者や地域住民等の
意向を反映させるために行うもの。

●コミュニティ・スクールとは
・コミュニティ・スクールに指定された学校には「学校運営協議会」が設置され、

教育委員会から任命された保護者や地域住民などが、一定の権限と責任をもって、
学校運営の基本方針を承認したり、教育活動について意見を述べたりします。

地域とともにある
学校の実現

これを通じて

学校運営

 
協議会の

 
主な役割

※「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により導入。平成16年9月9日より施行。

都道府県
教育委員会

教職員人事の決定

委員：保護者、地域の皆さん、教育委員会、
校長など

市区町村
教育委員会

学校の指定

委員の任命

学校運営
の

基本方針

学校運営
・

教育活動

７８９校が指定

(前年比１６０校増)

H 2 3 . 4 . 1 現 在
●３２都府県で実施

（前年比１箇所増）
●９９市区町村が指定

（前年比17箇所増）

（学校運営協議会の
意見を尊重）



平成２３年度

 
コミュニティ・スクールの指定状況

コミュニティ・スクール
指定校あり

○コミュニティ・スクール

 

３２都府県 ７８９校 が指定

（幼稚園４２、小学校５３９、中学校１９９、高等学校４、特別支援学校５）

●

大館市

●

岩泉町

●

柴田町

●

三春町

 

大玉村

●

高崎市

 

伊勢崎市

●

●

川口市

● 習志野市
● 東京都

新宿区

 

文京区

 

目黒区
世田谷区

 

杉並区

 

北区
足立区

 

八王子市

 

三鷹市
小平市

 

日野市

 

武蔵村山市

●

横浜市

 

川崎市
●

開成町

●

聖籠町

●

●

●●

岐阜市
多治見市

●

●

一宮市

●

●

●

●

三重県
津市

 

伊勢市
鈴鹿市

 

いなべ市
伊賀市

 

御浜町

●

長浜市

●

湖南市

●
●
●
●

京都府
京丹波町

 

京都市
久御山町

 

精華町
福知山市

●

新宮市

●

宍栗市

●

●

●

●

岡山県
美咲町

 

岡山市
早島町

 

笠岡市
勝央町

●

南部町

●
出雲市

●

尾道市

● ●●

●
●

●

●
●

山口県
山口市

 

萩市

 

岩国市
柳井市

 

美祢市

 

宇部市
長門市

 

周南市

 

平生町
光市

高知県
南国市
黒潮町
中土佐町
四万十町
宿毛市

●

●

●●

●

美波町
つるぎ町

東みよし町

●

三木町

●
●

●●

● ●●
●

佐賀市

福岡県
春日市

 

福津市

 

朝倉市
飯塚市

 

宇美町

 

大木町
筑前町

 

岡垣町

熊本県
菊池市

 

宇土市

 

玉名市
人吉市

 

天草市

 

氷川町
氷川町及び八代市中学校組合

錦町

 

産山村

 

小国町
日向市

豊後
高田市

●

●

●●

●

●
●

●

●

●

奈良市

●

● ●

●

長野県
上田市

 

諏訪市
飯山市

 

長和町
阿智村

●
●

●

伯耆町

●

●

●

●

宇佐市

●●

●

嬉野市

●

●

●

●

●

17

53
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平成２３年４月１日

平成２２年４月１日

平成２１年４月１日

平成２０年４月１日

平成１９年４月１日

平成１８年４月１日

平成１７年４月１日

校

目標：今後５年間で、コミュニティ・ス

 
クールの数を、全公立小中学校の１

 
割(約3,000校)に拡大



○全国のコミュニティ・スクールでは、学校が抱える様々な課題を解決するために、この制度を活用して、
地域と連携した学校づくりに積極的に取り組んでいます。

●文部科学省では、コミュニティ・スクールの取組の促進に向けて、制度の普及啓発や制度運用の方策等の
研究・開発、指定校の実践についての情報発信などの施策を推進しています。

コミュニティ・スクールの取組

●制度等普及説明会

 

＜全国２８地域（予定）＞
・コミュニティ・スクールがない地域の保護者、地

域住民、学校関係者等を対象とした個別説明会を
実施します。

●コミュニティ・スクールの推進への取組に係る委
託事業

 

＜全国68地域212校＞
・これからコミュニティ・スクールを導入しようと

する各学校の実情に応じた制度運用の方策等を教
育委員会に委託して研究・開発を行います。

●地域とともにある学校づくり推進協議会

 

＜全国6
会場＞

・専門家によるパネルディスカッションや実践発表
等を通じて、コミュニティ・スクールの理解啓発
を図ります。

●学校運営協議会委員対象の研究協議会

 

＜全国1会

 
場＞

・全国の学校運営協議会委員、教育委員会関係者を
対象とした研究協議会を開催し、学校運営協議会
の充実した運営に向けた取組を推進します。

◆平成23年度予算額：学校運営支援事業等の推進
約2億円の内数

文部科学省の取組 ＜平成23年度＞成 果 例

○地域全体で子どもを守り育てようとする意識が高まり、多くの保

 
護者や地域住民が先生役や見守り役として学校に協力。

○保護者の「学校への苦情」が「意見や提案、相談、協力」へと変化。
○学校の課題に対して、自治会等による主体的な支援が拡大。
○地域のお祭りづくりなどに参加する子どもが増え、地域が活性化。

○協議会の協議が形式的なものにとどまり、委員の意見が十分反映

 
されていない。

○地域住民の参画に偏りがある。
○継続的な取組を進めるための人材や経費がたりない。

課 題 例

文部科学省ホームページ＜コミュニティ・スクールについて＞をご参照ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm
文部科学省ＨＰトップ→教育→小学校、中学校、高等学校→コミュニティ・スクールについて

○コミュニティ・スクールを設置する教育長等からなる
「全国コミュニティ・スクール連絡協議会」とも連携し、

 
コミュニティ・スクールの意義や好事例の普及を図る。

○コミュニティ・スクールの推進方策の検討を具体的に進

 
める。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm


学校評議員（類似制度を含む）を設置している公立学校数

全公立学校数

設置済み 設置検討中
学校評議

員設置校

学校評議

員類似制

度設置校
学校数 割合 学校数 割合

４１，７２９

 

校 ３６，０７５

 

校 ８６．５

 

％ ２，４６３

 

校 ５．９

 

％ ３１，６８０

 

校 ４，３９５

 

校

内

 
訳

幼稚園 ５，０１２

 

校 ２，２８３

 

校 ４５．６

 

％ １，２８９

 

校 ２５．７

 

％ １，９７０

 

校 ３１３

 

校

小学校 ２１，８０１

 

校 １９，８６９

 

校 ９１．１

 

％ ７６５

 

校 ３．５

 

％ １７，５４６

 

校 ２，３２３

 

校

中学校 １０，０２１

 

校 ９，１８３

 

校 ９１．６

 

％ ３３９

 

校 ３．４

 

％ ８，１５９

 

校 １，０２４

 

校

高等学校 ３，９１７

 

校 ３，８１５

 

校 ９７．４

 

％ ６４

 

校 １．７

 

％ ３，２０９

 

校 ６０６

 

校

中等教育学校 ２０

 

校 ２０

 

校 １００．０

 

％ ０ 校 ０．０

 

％ １７

 

校 ３ 校

特別支援学校 ９５８

 

校 ９０５

 

校 ９４．５

 

％ ６ 校 ０．６

 

％ ７７９

 

校 １２６

 

校

公立学校における学校評議員（類似制度を含む）の設置状況（全公立学校種合計）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成21年3月

平成18年8月

平成17年7月

平成16年7月

平成15年7月 設置済み

設置検討中

（注）「学校評議員類似制度」とは、趣旨や目的が学校評議員とほぼ同じ制度のうち、学校評議員制度の要件を一部満たして以内制度。
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学校評価等実施状況調査結果（平成20年度間）～学校関係者評価～

１．学校関係者評価の実施状況（公立学校）
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学校評価等実施状況調査結果（平成20年度間）～学校関係者評価～

３．学校関係者評価の評価項目（公立学校）
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４．学校関係者評価の評価活動の内容（公立学校）
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教科に関する調査の結果

○算数の勉強が好きな小学生の割合が21年度と比べやや低く

なるなど，今後注意して見ていくべき項目もあるが，関心・意

欲・態度，宿題，基本的生活習慣等の多くの項目で肯定的な

回答をした小中学生の割合が高くなっている。

○３歳から６歳までの間に，「幼稚園に通っていた」，「保育所に

通っていた」，「どちらにも通っていなかった」小中学生の順に，

正答率が高い傾向が見られる。

児童生徒質問紙の結果

我が国の子どもたちの学力と学習の状況①

○

 

平成２２年４月２０日実施，７月３０日結果公表（提供は教育委員会：７月３０日，学校：８月２日）
○

 

小学校第６学年，中学校第３学年の児童生徒（約74万人）が対象
（95％の確率で，各都道府県の平均正答率が，誤差１％以内の精度（抽出率約30％））

○

 

対象教科は国語，算数・数学

 

（児童生徒と学校に対する質問紙調査も実施）
○

 

「知識」と「活用」（知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力など）に関する問題を出題

○国語，算数・数学の宿題をよく与える，宿題の評価・指導を

よく行う，国語の指導として書く習慣を身に付ける授業を行

う，ＰＴＡや地域の人々の参加等，学力向上のための取組

等が増加。

○家庭学習の取組として，調べたり文章を書いたりしてくる宿

題を出していた学校の方が平均正答率が高い傾向が見ら

れる。

学校質問紙の結果

◆ 平成22年度全国学力・学習状況調査の結果から

○「活用」に関する問題で，記述式問題を中心
に課題が見られる。

※資料や情報に基づいて自分の考えや感想を明確に記述

すること，日常的な事象について，道筋を立てて考え，数

学的に表現すること

 

等

○各設問を個別に見ると，「知識」に関する問題
においても継続的な課題が見られる。

※文の構成を理解し，伝えたい内容を適切に書いたり，推

敲したりすること，割合や比例など，２つの数量の関係を

理解すること

 

等

○中学校調査のうち，19年度調査を踏まえた問

題において，小学校調査から引き続き課題が

見られるものがある。
※スピーチなどにおける話し方の工夫をとらえる，円の面積

をもとめる

 

等



・ＰＩＳＡ調査；ＯＥＣＤが15歳児（我が国では高校1年生）を対象に実施◆

 

ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（PISA）の結果から

◆

 

ＩＥＡ国際数学・理科教育動向調査（ＴＩＭＳＳ２００７）の結果から
・ＴＩＭＳＳ調査はＩＥＡ（国際教育到達度評価学

会）が昭和39年から行っている調査で、2007
年は、小学４年生と中学２年生を対象に算数・
数学、理科について調査。

・ＰＩＳＡ調査のように「活用する力」ではなく、
学校カリキュラムを通してどの程度知識が身
についたかを調査。

・我が国の児童生徒の学力は、国際的に見て
上位。平均得点はすべて前回以上だが、統計
上の誤差を考慮すると前回と同程度。

・小学校で一部改善が見られるが、学ぶ意欲や
学習習慣に課題があり、また、テレビやビデオ
を見る時間が長く、家の手伝いをする時間が
短いなど生活習慣にも課題。

※１

 

2000年、2003年の共通領域の結果で比較
※２

 

出題の枠組みが変わったため、比較可能な共通問題の結果で比較

1.0

2.7

0.6

1.6
1 .8

1.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

宿題をする テレビやビデオを見る 家の仕 事（手 伝い）をする

一
日
当
た
り
の
平
均
時
間

日本

国際平 均値

中学校中学校

算数 理科

2007年 70% 87%

2003年 65% 81%

国際平均（2007） 80% 83%

勉強は楽しいと思う
（小学校）

2007年
（第５回）

2007年
（第５回）

2003年
（第４回）

2003年
（第４回）

５７０点
(５位/４８か国)

５５４点
(３位/４８か国)

５７０点
(５位/４６か国)

５５２点
(６位/４６か国)

５６８点
(４位/３６か国)

５４８点
(４位/３６か国)

５６５点
(３位/２５か国)

５４３点
(３位/２５か国)

中学校

数学 理科

小学校

算数 理科

我が国の子どもたちの学力と学習の状況②

科学的
リテラシー
2006年調査の

中心分野

有意に低下

有意差なし 有意に上昇

有意差なし

数学的
リテラシー
2003年調査の

中心分野

読解力

2000年・2009年

調査の中心分野 有意に低下

有意差なし

前回と共通領

 

域の正答率は

 

変化なし（※１）

共通問題の正

 

答率は変化な

 

し（※２）
有意差なし

全参加国・地域

ＯＥＣＤ加盟国

＜フィンランドに次ぐ
上位グループ＞

５２２点(8位/32ヵ国)
(8位/28)

＜上位グループ＞

５５７点(1位/32ヵ国)

(１位/28)

＜上位グループ＞

５５０点(２位/32ヵ国)

(２位/28)

＜上位グループ＞

５４８点(２位/41ヵ国)

(２位/30)

＜上位グループ＞

５３４点(６位/41ヵ国)

(４位/30)

＜ＯＥＣＤ平均と
同程度＞

４９８点(14位/41ヵ国)
(12位/30)

２００３年
平成15年7月調査実施、

翌年12月公表

２０００年
平成12年7月調査実施、

翌年12月公表

＜上位グループ＞

５３１点(６位/57ヵ国)

(３位/30)

＜ＯＥＣＤ平均より
高得点グループ＞

５２３点(６位/57ヵ国)
(10位/30)

＜ＯＥＣＤ平均と
同程度＞

４９８点(15位/57ヵ国)
(15位/30)

２００６年
平成18年6、7月調査実施、

翌年12月公表

２００６年
平成18年6、7月調査実施、

翌年12月公表

＜上位グループ＞

５２９点(９/65ヵ国)

(４位/34)

＜上位グループ＞

５２０点(８位/65ヵ国)

(５位/34)

＜上位グループ＞

５３９点(５位/65ヵ国)

(２位/34)

２００９年
平成21年6、7月調査実施、

翌年12月公表

全参加国・地域

ＯＥＣＤ加盟国

全参加国・地域

ＯＥＣＤ加盟国



中高一貫教育校について
中高一貫教育制度は、これまでの中学校・高等学校に加えて、生徒や保護者が中高一貫教育も選択できるようにすることにより、

 
中等教育の一層の多様化を図るものであり、平成１１年４月から制度化されている。
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連携型 併設型 中等教育学校 計

中高一貫教育校数の推移

区 分 中等教育学校 併設型 連携型 計

公 立 ２８（２８） ６９（

 

６８） ８２（８０） １７９（１７６）

私 立 １７（１６） ２１８（２０４） １（

 

１） ２３６（２２１）

国 立 ４（

 

４） １（

 

１） ０（

 

０） ５（

 

５）

計 ４９（４８） ２８８（２７３） ８３（８１） ４２０（４０２）

※平成２３年度の設置状況の内訳

注１

 

（

 

）内は平成２２年度の設置数。
注２

 

併設型及び連携型は、中学校・高等学校１組を１校として集計。
注３

 

平成１５年度に和歌山県、平成２１年度に神奈川県で設置された

 
国立大学附属中学校・県立高校の連携型中高一貫教育校は、公立に

 
含めて集計。



学校規模の現状について

学校規模（学級数）別学校数（平成２３年５月１日現在）

【小学校】

１２学級以下の学校が全体の５１．４％（最も多いのは７学級の学校）
１～

 

６学級の学校

 

２０．８％

７～１２学級の学校

 

３０．６％

教職員配置の標準（例）

 

６学級の学校：教諭

 

７人

１２学級の学校：教諭１３．５人

【中学校】

９学級以下の学校が全体の４１．４％（最も多いのは３学級の学校）
１～

 

３学級の学校

 

１０．５％

４～

 

６学級の学校

 

１５．０％

７～

 

９学級の学校

 

１５．９％

教職員配置の標準（例）

 

３学級の学校：教諭

 

７．５人

９学級の学校：教諭１４．５人
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